
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
…
…
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
被
保
護
者
」
の
下
に
「
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
を
受

給
し
て
い
る
者
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
Ａ
の
項
中
「
に
よ
る
保
護
」
の
下
に
「
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
」
を
加
え
、
同
表
の
Ｄ
１
の
項
中

「
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
２
の
項
中
「
三
〇
、
〇
〇
一
円

以
上
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
一
円
以
上
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
３
の

項
中
「
八
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
一
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
４
の
項
中
「
一
四
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
二
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
〇
、
〇
〇

一
円
以
上
一
八
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
５
の
項
中
「
二
八
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
五
〇
〇
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
三
、
〇
〇
一
円
以
上
四
〇
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
６
の
項
中

「
五
〇
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上
七
〇
三
、
〇
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
７
の
項
中
「
八
〇
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
一
、
一
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七

〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上
一
、
〇
七
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
８
の
項
中
「
一
、
一
六
〇
、

〇
〇
一
円
以
上
一
、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
七
八
、
〇
〇
一
円
以
上
一
、
六
三
二
、
〇
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
９
の
項
中
「
一
、
六
五
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
二
、
二
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
一
、
六
三
二
、
〇
〇
一
円
以
上
二
、
三
〇
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
１０
の
項
中
「
二
、

二
六
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上
三
、
一
一

七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
１１
の
項
中
「
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
三
、
九
六
〇
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
三
、
一
一
七
、
〇
〇
一
円
以
上
四
、
一
七
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
１２
の

項
中
「
三
、
九
六
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
五
、
〇
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
、
一
七
三
、
〇
〇
一
円
以

上
五
、
三
三
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
Ｄ
１３
の
項
中
「
五
、
〇
三
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
六
、

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
三
三
四
、
〇
〇
一
円
以
上
六
、
六
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
の
Ｄ
１４
の
項
中
「
六
、
二
七
〇
、
〇
〇
一
円
」
を
「
六
、
六
七
四
、
〇
〇
一
円
」
に
改
め
、
同
表
の

備
考
１
中
「
児
童
自
立
支
援
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
自
立
支
援
施
設
入
所
部
、

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
入
所
部
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６

里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
、
児
童
自
立

支
援
施
設
又
は
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
へ
通
所
す
る
場
合
の
通
所
に
係
る
措
置
費
負
担
額
は
、

別
表
第
二
の
徴
収
金
月
額
を
当
該
月
の
開
所
日
数
（
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日
を
除
い
た
日

数
と
す
る
。）
で
除
し
た
額
に
当
該
月
の
通
所
日
数
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
円
未
満
の

端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
（
以
下

「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
並
び
に
別
表
第
二
の
Ａ
の
項
並
び
に
備
考
１

及
び
６
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
規
程
別
表
第
二
の
Ｄ
１
の
項
か
ら
Ｄ

１４
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

七
月
三
十
一
日

号
外
第
四
十
八
号

木　曜　日
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